
■投資信託総合取引規定 

１ 規定の適用範囲 

この規定は、投資信託の募集の取扱い、振替業に係る取扱い、収益分配金、償還金又

は解約金の支払に係る業務の代理、買取りに係る取引及びこれらに附帯する業務に係る

取引（以下「この取引」といいます。）及びますますわかる投資信託アフターフォロー

サービス（以下「アフターフォローサービス」といいます。）に適用する事項について

規定します。 

２ 自己責任の原則 

お客さまは、お客さまが取引されようとする投資信託に係る投資信託約款及び目論見

書並びにこの規定の内容を十分に把握し、自らの判断と責任においてこの取引を行って

ください。 

３ 取引営業所等 

この取引は、当行所定の営業所及び当行所定の方法により公表した郵便局（以下「営

業所等」といいます。）において取り扱います。ただし、この取引を取り扱う営業所等

は、一のお客さまにつき一の営業所等（以下「取引営業所等」といいます。）に限りま

す。 

４ 取扱時間 

この取引の申込みは、当行所定の取扱時間内に受け付けます。 

５ 取扱商品 

お客さまが取引営業所等で取引できる投資信託は、当行所定のもの（以下「取扱商品」

といいます。）に限ります。 

６ 取引開始の手続 

⑴ 新たにこの取引をしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名

押印（又は署名）のうえ、この取引に係る本人名義の総合口座取引規定の適用のある

通常貯金の通帳（以下「通帳」といいます。）を添えて取引営業所等に提出してくだ

さい。 

⑵ この取引の開始の申込みは、前項に定めるほか、当行所定のメールオーダー用の書

類に必要事項を記入し、記名押印（又は署名）のうえ、当行所定の書類を添付して当

行所定の事務センターに郵送することにより行うことができます。 

⑶ この取引の開始の申込みは、前２項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定

のインターネット接続端末を用いた方法により行うことができます。この場合、イン

ターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、インターネット接続端末の

画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。 



⑷ 前３項による申込みの際、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行います。ま

た、取引開始後も、この取引にあたり、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行

う場合があります。 

⑸ 第１項から第３項までの当行所定の書類に記入又は画面に入力された氏名、住所、

口座等をもって、この取引の氏名、住所、決済口座等とします。 

⑹ 当行が第１項、第２項又は第３項の申込みをしたお客さまとこの取引を行うことに

ついて承諾したときは、投資信託口座及び投資信託受益権振替決済口座管理規定第１

条（規定の適用範囲）第１項に定める振替決済口座（第14条及び第15条において「振

替決済口座」といいます。）を開設します。 

⑺ この取引及びアフターフォローサービスは、居住者又は国内に恒久的施設を有する

非居住者に限り行うことができるものとします。 

⑻ この取引及びアフターフォローサービスは、次の各号の全てを満たす場合に限り、

利用することができ、次の各号のいずれかを満たさない場合は、当行はこの取引の開

始の申込み及びアフターフォローサービスの利用の申込みをお断りするものとしま

す。 

① お客さまがこの取引の開始の申込時及びアフターフォローサービスの利用の申込

時にする表明・確約に係り虚偽の申告をしないこと。 

② お客さま（お客さまが法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。

③において同じとします。）が次のいずれにも該当しないこと。 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他ＡからＥまでに準ずる者 

③ お客さまが自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないこと。 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に係り、脅迫的な言動を行う又は暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当行の信用をき損し又は当行

の業務を妨害する行為 

Ｅ その他ＡからＤまでに準ずる行為 

７ 印章等 

⑴ この取引に使用する印章は、決済口座として指定した通常貯金の届出の印章に限り

ます。 

⑵ 前項の通常貯金についてキャッシュカード（キャッシュカード規定の適用のあるカ

ードをいいます。ただし、キャッシュカード規定第９条（代理人のカード）第１項の

カードを除きます。以下同じとします。）を利用している場合、当行所定の取扱い（こ

の規定に定める取扱いに限りません。）をするときは、当行所定の書類への押印（又



は署名）に代えて、取引営業所等に当該通常貯金に係るキャッシュカード又は通帳を

提出し、取引営業所等に設置した端末機（以下「端末機」といいます。）に当該通常

貯金について届出があった暗証（当行が指定する暗証を含みます。以下同じとします。）

を入力してすることができます。 

８ 決済口座の取扱い 

⑴ この取引に係る購入代金及び手数料その他の諸費用等（以下この項及び第10条第３

項において「購入代金等」といいます。）は、当行所定の方法により、決済口座の現

在高のうち購入代金等に充てる金額を指定する取扱いをしたうえで、当行所定の日に

払い戻します。 

⑵ 前項の決済口座の現在高には、証券等（その表示する金額による決済又は払渡しが

確実なものとして当行が定めるものを除きます。）による預入に係る貯金で当該預入

の日から起算して４日（日曜日若しくは土曜日又は休日（１月２日、同月３日及び12

月31日を含みます。）（以下この項において「日曜日等」といいます。）がある場合

は、日曜日等の日数を除きます。）を経過するまでのもの、総合口座取引規定に定め

る貯金担保自動貸付けに係るもの及び当行所定の取扱いに係るものを除くものとし

ます。 

⑶ この取引に係る解約代金、買取代金、償還金及び収益分配金は、手数料その他の諸

費用等を差し引いたうえ、当行所定の方法により、当行所定の日に決済口座に入金し

ます。 

９ この取引の解約等 

⑴ この取引を解約しようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押

印（又は署名）のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。 

⑵ 前項の解約に係る申込みは、前項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定の

メールオーダーによる方法により行うことができます。 

⑶ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はこの取引を停止し又はいつでもこ

の取引を解約することができるものとします。この取引の停止又は解約により生じた

損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いませ

ん。 

① お客さまがこの規定の変更に同意しないとき。 

② 法令諸規則に照らし合理的な事由、又はお客さまの投資信託口座に一定期間残高

がない等合理的な事由があると、当行が判断し、解約を申し出たとき。 

③ お客さまがこの取引の開始の申込時にした表明・確約に係り虚偽の申告をしたこ

とが判明したとき。 

④ お客さま（お客さまが法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。

⑤において同じとします。）が第６条（取引開始の手続）第８項②ＡからＦまでに

掲げるものに該当したことが判明したとき。 

⑤ お客さまが自ら又は第三者を利用して第６条（取引開始の手続）第８項③Ａから

Ｅまでに掲げる行為をしたとき。 



⑥ お客さまが居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととな

ったとき。 

⑦ 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項に偽りがあることが判明したとき。 

⑧ その他やむを得ない事由が生じたとき。 

⑷ 前３項の規定によりこの取引が解約となった場合には、そのお客さまのこの取引に

係る全ての投資信託の解約の申込みがあったものとし、当行所定の方法により、これ

らの解約代金から手数料その他の諸費用等を差し引いた残額を決済口座に入金する

ものとします。 

⑸ 第１項、第２項又は第３項の規定によりこの取引が解約となった場合には、その他

の当行とお客さまとの投資信託に関する契約の全てについて、解約の申込みがあった

ものとし、当行所定の方法により、解約に必要な手続を行うものとします。 

９の２ 投資信託解約委任サービスの取扱い 

⑴ 投資信託解約委任サービス（以下この条において「解約委任サービス」といいます。）

を利用しようとするときは、当行所定の申込書（以下この条において「申込書」とい

います。）により取引営業所等に届け出てください。 

⑵ お客さまは、申込書の「指定代理人」欄記載の指定代理人（2親等以内の親族（配

偶者、子、兄弟姉妹その他当行が認めた親族をいいます。以下同じとします。）から

ご指定ください。）に対し、申込書記載の投資信託口座に関する次の各号の取引を委

任します。 

① この取引の解約に係る次に掲げる取引 

Ａ 全ての取扱商品の解約 

Ｂ 全ての投資信託自動積立契約の解約 

Ｃ この規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定及び投資信託収益分配金再投

資規定に規定する一切の取引等の解約、投資信託自動積立・投資信託定期解約規

定に規定する投資信託自動積立契約に係る一切の取引等の解約並びにゆうちょダ

イレクト規定第１条（ゆうちょダイレクト）②に規定する投資信託テレホンサー

ビスの解約 

Ｄ 特定口座（租税特別措置法第37条の11の３第３項第１号に規定する特定口座を

いいます。）の廃止（特定口座を他の取引で利用している場合を除きます。） 

Ｅ 非課税口座（租税特別措置法第９条の８に規定する非課税口座をいいます。）

の廃止及び非課税口座に係る全ての契約の解約 

Ｆ 上記ＡからＥまでの取引にあたり必要となる取引営業所等の変更・移管等の各

種届出 

② 投資信託受益権の残高、運用損益、取引明細及び分配金明細の照会 

⑶ 前項①の取引の委任は、次の各号の全てを満たす場合にその効力が生じるものとし

ます。なお、前項②の取引の委任は、解約委任サービスの申込みを当行が承諾した時

点をもって、その効力が生じるものとします。 

① 指定代理人からお客さまの認知能力に関する医師の診断書（当行所定の様式に限

ります。）が提出されること 



② ①で提出された診断書が、「お客さまの認知能力が一定程度低下しているもの」

として当行が定める要件を具備していること 

⑷ 指定代理人は、委任に基づき第２項①の取引を行う場合、同項①ＡからＦに掲げる

取引のうち、利用しているサービスに係る取引を一度に申し込むこととします。 

⑸ お客さまは、次の各号に同意したうえで解約委任サービスを申し込むこととします。 

① お客さまの情報（氏名、投資信託口座記号番号、投資信託受益権の残高、運用損

益、取引明細、分配金明細等の投資信託口座の情報）を次の目的で指定代理人に提

供すること 

Ａ お客さまの投資信託口座の投資信託受益権の残高、運用損益、取引明細又は分

配金明細の照会があった場合において、指定代理人に回答するため 

Ｂ 解約委任サービスの申込みを受け付けた旨を、指定代理人に書面等により通知

するため 

Ｃ その他解約委任サービスの運営に必要な範囲で指定代理人に提供するため 

② 第２項①の取引の申込みがあった場合において、当行が指定代理人からお客さま

の情報（病歴等の診断書記載の情報）の提供を受けること 

⑹ お客さまは、解約委任サービスの申込みに際し、事前に指定代理人から次の各号の

了承を得るものとします。 

① 解約委任サービスの指定代理人として登録すること 

② 申込みに必要な指定代理人の情報を当行に提供し、お客さま、指定代理人と当行

の間において、お客さまと指定代理人の続柄に関する情報及び指定代理人の情報（氏

名、住所、通常貯金の記号番号、生年月日、電話番号、解約状況、取扱停止の状況

等の当行が保有する通常貯金の情報（電子メールアドレス等のゆうちょダイレクト

（ゆうちょダイレクト規定第１条（ゆうちょダイレクト）に規定するゆうちょダイ

レクトをいいます。）に係る情報を含みます。））を次の目的で利用すること 

Ａ 第２項①の取引の申込みがあった場合において、指定代理人からの請求である

かを確認するため 

Ｂ 解約委任サービスの申込みを受け付けた場合において、指定代理人に書面等に

より通知するため 

Ｃ 解約委任サービスの利用方法等について、指定代理人に電子メール等により案

内するため 

Ｄ その他解約委任サービスの提供に必要な範囲で利用するため 

③ 当行から指定代理人に対し、書面や電話、電子メール等により連絡等をする場合

があること 

⑺ 第２項の取引の申込みがあった場合であっても、第９項②から④までに掲げる場合、

指定代理人が２親等以内の親族でないことが判明した場合その他当行所定の場合に

は、申込みをお断りする場合があります。 

⑻ 解約委任サービスを解約する場合、当行所定の方法により行うこととします。 

⑼ 次の各号のいずれかに該当する場合、当行は解約委任サービスを解除できるものと

します。 

① 申込書記載の投資信託口座が廃止された場合 



② 申込書の「指定代理人」欄記載の通常貯金について、通常貯金規定第13条の２（取

引の制限等）第１項から第４項までにより取引の制限がされた場合、全部払戻しの

請求があった場合又は同規定第14条（全部払戻し等）第４項から第６項までにより

取扱いの停止若しくは全部払戻しがされた場合 

③ 法令等の規定等により合理的な事由があると当行が判断した場合 

④ その他やむを得ない事由が生じた場合 

⑽ 指定代理人が、第３項各号の条件全てを満たし、第２項①の取引を行った場合、投

資信託の解約金は、お客さまの決済口座である通常貯金に入金されます。 

⑾ 解約委任サービスの利用により、何らかの紛議が生じたとしても、当行及び日本郵

便株式会社（以下「当行等」といいます。）に責に帰すべき事由がある場合を除き、

当行等は責任を負いません。 

10 購入の取扱い 

⑴ 取扱商品の購入の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入

し、記名押印（又は署名）のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。 

⑵ 取扱商品の購入の単位は、目論見書で定める申込単位又は当行が定める申込単位と

します。 

⑶ 取扱商品の購入の申込みがあったときは、第８条第１項の規定により払い戻した購

入代金等のうち購入代金をもって、当行所定の方法により、遅滞なく当該取扱商品の

買付けを行います。払戻しができなかった場合は、当行は、当該取扱商品を解約でき

るものとします。 

⑷ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

があるときは、購入の申込みに係る取扱商品の投資信託約款又は目論見書に従って、

購入の申込みの受付けが中止され、又は既に行われた購入の申込みの受付けが取り消

されることがあります。 

11 解約の取扱い 

⑴ 取扱商品の解約の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入

し、記名押印（又は署名）のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。 

なお、１日当たりの解約回数の上限は、当行が定めるところによります。 

⑵ 取扱商品によっては、解約できない期間があるものがあります。 

⑶ 取扱商品の解約の単位は、目論見書で定める申込単位又は当行が定める申込単位と

します。 

⑷ 取扱商品の解約の申込みがあったときは、当行所定の方法によりこれを投資信託委

託会社に取り次ぎ、当該取扱商品の投資信託約款又は目論見書に定められた投資信託

委託会社と受託会社との間で信託契約が一部解約されたときに、その効力が発生する

ものとします。 

⑸ 投資信託委託会社から解約代金を受領したときは、この解約代金から各取扱商品の

投資信託約款又は目論見書で定める当該解約に係る手数料その他の諸費用等を差し

引いた残額を、当行所定の日に決済口座に入金します。 



⑹ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

があるときは、解約の申込みに係る取扱商品の投資信託約款又は目論見書に従って、

解約の申込みの受付けが中止され、又は既に行われた解約の申込みの受付けが取り消

されることがあります。 

12 買取り 

⑴ 取扱商品の買取りの申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記

入し、記名押印（又は署名）のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。 

なお、１日当たりの買取回数の上限は、当行が定めるところによります。 

⑵ 取扱商品の買取りの単位は、当行が定める申込単位とします。 

⑶ 当行が買取りを行ったときは、当行が定める買取価額に買取口数を乗じた金額から、

当行所定の手数料その他の諸費用等を差し引いた残額を、当行所定の日に決済口座に

入金します。 

⑷ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

があるときは、買取りの申込みの受付けが中止され、又は既に行われた買取りの申込

みの受付けが取り消されることがあります。 

13 スイッチング 

⑴ スイッチングは、取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約

及び購入を一組の同一日付の申込みとする取扱いです。 

⑵ スイッチングの申込みができる取扱商品は、当行が別に定める取扱商品に限ります。 

⑶ スイッチングの申込みについては、第10条及び第11条の規定に準じて取り扱うもの

とします。ただし、スイッチングによる解約代金について、特定口座規定第６条（源

泉徴収）第２項に定める源泉徴収を行う場合は、別途、決済口座から自動的に引き落

とし、同条第３項に定める還付を行う場合は、同項に定めるところにより行います。 

⑷ 前項において、決済口座の残高不足等により税金等の引き落としができない場合は、

当行の判断により、当該スイッチングの購入による取扱商品について、不足金を充当

するため、その一部又は全部を解約できるものとします。 

⑸ 当行が、投資信託委託会社から解約代金を受領するまでは、当行がお客さまに代わ

って当該他の取扱商品の購入代金として支払った金額をお客さまに請求することが

あります。 

⑹ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

があるときは、スイッチングの申込みに係る取扱商品の投資信託約款又は目論見書に

従って、スイッチングの申込みの受付けが中止され、又は既に行われたスイッチング

の申込みの受付けが取り消されることがあります。 

14 収益分配金、償還金等 

⑴ 取扱商品の受益権がお客さまの振替決済口座に記載又は記録されているときは、当

行がお客さまに代わって収益分配金又は償還金（以下「償還金等」といいます。）を

受領し、当行の定めるところにより、決済口座に入金するか、次条又は取扱商品の投



資信託約款に従って累積投資を行います。 

⑵ 前項の手続において、当行が諸法令及び諸慣行等により手数料その他の諸費用等を

徴収された場合は、当該手数料等はお客さまの負担とし、償還金等から差し引きます。 

⑶ 第１項の収益分配金については、購入の申込み時に第１項の入金による受取方法を

設定した場合を除き、投資信託収益分配金再投資規定に従って再投資します。なお、

第１項の入金による受取方法は、当行所定の取扱商品に限り設定することができます。 

⑷ 収益分配金の受取方法は、当行の定めるところにより、他の受取方法に変更するこ

とができます。 

15 累積投資契約 

⑴ 累積投資契約とは、決済口座の通常貯金、振替決済口座に記載又は記録されている

投資信託受益権の収益分配金等の金銭を対価として、取扱商品の購入を行う契約をい

います。 

⑵ 累積投資契約のうち、収益分配金再投資契約については投資信託収益分配金再投資

規定、投資信託自動積立契約については投資信託自動積立・投資信託定期解約規定の

定めるところにより取り扱います。 

16 累積投資契約の解約 

⑴ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行は、累積投資契約を解約できるもの

とします。 

① お客さまから解約のお申出があったとき。 

② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき。 

③ 当該投資信託が償還されたとき。 

④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。 

⑵ 累積投資契約のうち、収益分配金再投資契約については、その取扱いに係る取扱商

品を解約しない限り、当該契約は解約できません。 

16 の２ アフターフォローサービスの取扱い 

⑴ アフターフォローサービスを利用しようとするときは、当行所定のホームページか

ら利用者情報（利用者（本項により利用者情報を登録してアフターフォローサービス

を利用する者をいいます。以下この条及び第18条の２において同じとします。）がア

フターフォローサービスの利用に際して登録、提供した情報、アフターフォローサー

ビス利用中に当行が必要と判断して登録、提供を求めた情報及びこれらの情報につい

て利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。電子メールアドレス、

決済口座として指定した通常貯金の記号番号及び生年月日を含みますが、これらに限

りません。以下この条及び第18条の２において同じとします。）を登録してください。 

⑵ アフターフォローサービスで利用することができるサービスは、次の各号のとおり

です。なお、個々のサービスの詳細については、当行所定のホームページをご覧くだ

さい。 

① 当行が取り扱う投資信託に関連する情報又は株式会社時事通信社（以下この条及



び第18条の２において「時事」といいます。）若しくは時事への提供者が収集・加

工した投資信託に関連する情報及びマーケット情報（以下この条及び第18条の２に

おいて、これらをまとめて「本情報」といいます。）を電子メール及びマイページ

（利用者情報の確認等を行うことができる当行所定のホームページをいいます。以

下この条において同じとします。）を利用してお知らせするサービス 

② 電子メールを利用して行う当行の商品・サービス等の案内及びキャンペーンのお

知らせその他の広告物の表示並びに提供（以下この条において「広告宣伝等」とい

います。） 

⑶ 本情報は、投資信託に関する情報等の提供を目的として当行、時事又は時事への提

供者が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、

本情報は、特定の金融商品等の勧誘や推奨を目的とするものではありません。 

⑷ 利用者は、この規定及び当行所定のホームページ等に掲示する留意事項を順守して

本情報及び広告宣伝等を自ら閲覧して利用する以外の、利用者又は第三者を利用して

行う本情報及び広告宣伝等の複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、販売、出

版、公衆送信（送信可能化を含む）、伝達、放送、口述、展示等の行為をしてはなり

ません。 

⑸ アフターフォローサービスの利用料金は無料ですが、アフターフォローサービスの

利用にかかる通信料金などはすべて利用者が負担することとします。 

⑹ アフターフォローサービスを解約する場合、マイページから当行所定の方法により

行うこととします。 

⑺ 当行は、当行、時事又は時事への提供者の事由により、利用者にあらかじめ通知す

ることなく、アフターフォローサービスの内容の変更又は提供の一時停止若しくは中

止をすることができるものとします。 

⑻ システム障害その他の理由により、本情報及び広告宣伝等の配信が遅延し若しくは

配信されない場合又はマイページが更新されない場合があります。 

⑼ 当行は、以下の場合、あらかじめ利用者に通知することなく、利用者情報を削除し、

アフターフォローサービスを解約できるものとします。 

① 電子メールが当行所定の回数配信できなかった場合 

② 投資信託口座を保有していないことが判明した場合 

③ 利用者情報として登録されている通常貯金を保有していないことが判明した場合 

④ 登録された利用者情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場

合 

⑤ この規定に違反した場合又はそのおそれがあると当行が判断した場合 

⑥ その他アフターフォローサービスの適正な運営に支障をきたすおそれがあるなど、

当行が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為がなされた場合 

⑽ 当行、時事又は時事への提供者の事由によりアフターフォローサービスを廃止する

場合があります。この場合、アフターフォローサービスの廃止をもってアフターフォ

ローサービスに関する契約は自動的に終了し、利用者が損失・損害を被ったとしても、

当行、時事又は時事への提供者に対し、その補償又は賠償を求めることはできないも

のとします。 



⑾ 利用者は、当行の書面による事前の同意なしには、アフターフォローサービスに関

する契約上のいかなる権利又は権限も第三者に移転又は譲渡できないものとします。 

⑿ アフターフォローサービス及び本情報に関する著作権等を含む一切の知的財産権

は、当行、時事、時事への提供者に帰属します。 

17 手数料 

⑴ 当行は、投資信託口座の残高証明書の発行その他当行所定の取扱いに係る当行所定

の手数料をいただくことがあります。 

⑵ 前項の手数料は、当行所定の方法によりいただきます。なお、解約代金等の預り金

があるときは、それから充当することがあります。 

18 免責事項 

次の事由により生じた損害については、当行等は責任を負いません。 

① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取扱いが遅延、

失効又は不能となったとき。 

② 前号の事由により、決済口座への入金が遅延したとき。 

③ 当行所定の書類等に使用された印影（又は署名）を決済口座である通常貯金の印

鑑（又は署名鑑）と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをし

たうえで、それらの書類等につき偽造、変造その他の事故があったとき。 

④ 当行所定の書類等に使用された印影（又は署名）が決済口座である通常貯金の印

鑑（又は署名鑑）と相違するため、解約その他この規定上の取扱いをしなかったと

き。 

⑤ 第７条第２項の場合において、端末機に入力された暗証と決済口座である通常貯

金について届出があった暗証との一致を確認して当行所定の取扱いをしたうえで、

キャッシュカード、通帳又は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があったと

き。 

⑥ 第７条第２項の場合において、端末機に入力された暗証と決済口座である通常貯

金について届出があった暗証との不一致を確認して解約その他この規定及びこの規

定の適用があるその他の規定上の取扱いをしなかったとき。 

⑦ 電信の誤謬、遅滞等当行等の責によらない事由により、取扱いが遅延、失効又は

不能となったとき。 

18 の２ アフターフォローサービスに関する免責事項 

⑴ 当行は、本情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。利用者

は、アフターフォローサービス及び本情報を自らの判断と責任において利用するもの

とします。 

⑵ 本情報の入手、送信、処理、保存等における遅延、中断、停止、誤謬、脱漏、省略、

第三者による不正なアクセス又はコンピューターウィルスの感染等により、利用者が

アフターフォローサービスを正常に利用できなかった場合、当行、時事及び時事への

提供者の責に帰すべき事由がある場合を除き、その責任を負わないものとします。ま



た、当行、時事及び時事への提供者の責に帰すべき事由がある場合であっても、故意

又は重大な過失がある場合を除き、当行、時事及び時事への提供者は、付随的損害、

特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負

わないものとします。 

⑶ 地震、噴火、津波、戦争、内乱、停電、インターネット網の障害又は法令の変更等

の不可抗力により利用者がアフターフォローサービスを利用できなかった結果、損

失・損害を被ったとしても、当行、時事又は時事への提供者に対し、その補償又は賠

償を求めることはできないものとします。 

19 取引営業所等の変更 

⑴ 取引営業所等を変更しようとするときは、当行所定の取引営業所等の変更に係る届

書に必要事項を記入し、通帳を添えて現にこの取引の取扱いを受けている取引営業所

等又は新たに取扱いを受けようとする営業所等に提出してください。 

⑵ 前項の変更に係る届出は、前項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のメ

ールオーダーによる方法により行うことができます。 

20 届出事項の変更 

⑴ 印章を失ったとき又は印章、氏名、住所その他の届出事項（法令に定める取引時確

認の際に届け出た事項を含みます。）に変更があったときは、当行所定の方法により、

直ちに書面によって届け出てください。この場合、当行所定の本人確認資料を求める

ことがあります。 

⑵ 前項により届出があったときには、当行は所定の手続を完了した後でなければ、振

替の申請及びこの取引の解約には応じません。また、これらの届出前に生じた損害に

ついては、当行等は責任を負いません。 

⑶ 当行等がこの取引に関して行った通知が届出の住所に延着し又は到達しなかった

ときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

21 成年後見人等の届出 

⑴ 家庭裁判所の審判により、補助、保佐又は後見が開始された場合には、直ちに成年

後見人等の氏名その他必要な事項を書面により取引営業所等に届け出てください。 

⑵ 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後

見人の氏名その他必要な事項を書面により取引営業所等に届け出てください。 

⑶ 既に補助、保佐又は後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任

がされている場合にも、前２項と同様に届け出てください。 

⑷ 前３項の届出事項に取消し又は変更等が生じた場合にも、同様に届け出てください。 

⑸ 未成年のお客さまが婚姻した場合には、直ちに当行所定の方法により取引営業所等

に届け出てください。既に未成年のお客さまが婚姻されている場合にも、同様に届け

出てください。 

⑹ 前５項の届出の前に生じた損害については、当行等は責任を負いません。 



22 会話内容の記録 

お客さまとの電話等による会話内容は、対応品質向上と会話内容の確認のため録音さ

せていただく場合があります。 

23 非常時における投資信託の利用制限 

当行等は、天災その他やむを得ない事由がある場合は、営業所等を指定し、かつ期間

を定めて、この取引に関する利用を制限し又は業務の一部を停止することがあります。 

24 規定の適用 

この取引及びアフターフォローサービスには、この規定のほか、「総合口座取引規定」

が適用されます。ただし、各規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優

先して適用されるものとします。 

25 規定の改定 

⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由がある

と認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方

法で周知することにより、変更できるものとします。 

⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

以上 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成25年９月２日から実施します。 

（経過措置） 

２ 第14条第４項は、平成25年５月２日以前の購入の申込み時に第14条第１項の受取方

法を決済口座に入金する方法に設定している場合には、適用されません。 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2026年１月５日から実施します。 


